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４　注意事項は・・・・
（１）電子証明書を取得する際には別途費用が必要となります。
（２）従来の紙面による届出についても、今までどおり行えます。（※）
（３）電子申請で届出を行う場合でも、原則として添付書類は必要となりますの

で、スキャナ取り込み等により添付ファイルとして届出書とともに送信する
か、別途郵送していただく必要があります。

（※）雇用保険に関する下記の手続を特定の法人（資本金、出資金又は銀行等保
有株式取得機構に納付する拠出金の額が１億円を超える法人、相互会社、
投資法人、特定目的会社を指す）の事業所が行う場合、令和２年４月以降
に開始される各法人の事業年度から、電子申請により行うことが義務づ
けられています。

　　　〇雇用保険被保険者資格取得届
　　　〇雇用保険被保険者資格喪失届
　　　〇高年齢雇用継続給付支給申請
　　　〇育児休業給付支給申請

５　電子申請に関するお問い合わせ先は・・・・
〇e-Govに関するお問い合わせ先

電子政府利用支援センター
電話番号　050-3786-2225　050ビジネスダイヤル　※全国一律通話料金
受付時間　４・６・７月 平日：午前9時～午後7時
 土日及び祝日：午前9時～午後5時
　　　　　５・８～３月 平日：午前9時～午後5時（土日祝日、年末年始を除く）

ホームページ　https://www.e-gov.go.jp/contact

〇GビズIDに関するお問い合わせ先
GビズIDヘルプデスク

電話番号　0570-023-797
受付時間　午前9時～午後5時（土日祝日、年末年始を除く）

ホームページ　https://gbiz-id.go.jp/top/
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　｢雇用保険被保険者資格取得届｣ の「13　職種」欄の区分となります。

第１６章　　付　録

１　職業分類の説明
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２　産業分類表
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２　産業分類表
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３　労災保険率表  

令和 6年 4月 1日現在

事 業 の 種 類 
の 分 類 

事 業 の 
種 類 の 
番 号 

事 業 の 種 類 労災保険率 

林 業 02又は 
03 林業 52／1,000

18／1,000
37／1,000
88／1,000
13／1,000
2.5／1,000
37／1,000
26／1,000
34／1,000
11／1,000
9／1,000
9／1,000
9.5／1,000
12／1,000
6／1,000
15／1,000
5.5／1,000
4／1,000
13／1,000
7／1,000
3.5／1,000
4.5／1,000
6／1,000
13／1,000
17／1,000
23／1,000
6.5／1,000
7／1,000
5／1,000
16／1,000

漁 業 11 海面漁業（定置網漁業又は海面魚類養殖業を除く。） 
12 定置網漁業又は海面魚類養殖業 

鉱 業 

21 金属鉱業、非金属鉱業（石灰石鉱業又はドロマイト鉱業を除く。）又は石炭鉱業 
23 石灰石鉱業又はドロマイト鉱業 
24 原油又は天然ガス鉱業 
25 採石業 
26 その他の鉱業 

建 設 事 業 

31 水力発電施設、ずい道等新設事業 
32 道路新設事業 
33 舗装工事業 
34 鉄道又は軌道新設事業 
35 建築事業（既設建築物設備工事業を除く。） 
38 既設建築物設備工事業 
36 機械装置の組立て又は据付けの事業 
37 その他の建設事業 

製 造 業 

41 食料品製造業 
42 繊維工業又は繊維製品製造業 
44 木材又は木製品製造業 
45 パルプ又は紙製造業 
46 印刷又は製本業 
47 化学工業 
48 ガラス又はセメント製造業 
66 コンクリート製造業 
62 陶磁器製品製造業 
49 その他の窯業又は土石製品製造業 
50 金属精錬業（非鉄金属精錬業を除く。） 
51 非鉄金属精錬業 
52 金属材料品製造業（鋳物業を除く。） 
53 鋳物業 

54 金属製品製造業又は金属加工業（洋食器、刃物、手工具又は一般金物製
造業及びめつき業を除く。） 

63 洋食器、刃物、手工具又は一般金物製造業（めつき業を除く。） 
55 めつき業 

56 機械器具製造業（電気機械器具製造業、輸送用機械器具製造業、船舶製
造又は修理業及び計量器、光学機械、時計等製造業を除く。） 

57 電気機械器具製造業 
58 輸送用機械器具製造業（船舶製造又は修理業を除く。） 
59 船舶製造又は修理業 
60 計量器、光学機械、時計等製造業（電気機械器具製造業を除く。） 
64 貴金属製品、装身具、皮革製品等製造業 
61 その他の製造業 

運 輸 業 

71 交通運輸事業 
72 貨物取扱事業（港湾貨物取扱事業及び港湾荷役業を除く。） 
73 港湾貨物取扱事業（港湾荷役業を除く。） 
74 港湾荷役業 

電気、ガス、水道 
又は熱供給の事業 81 電気、ガス、水道又は熱供給の事業 

そ の 他 の 事 業 

95 農業又は海面漁業以外の漁業 
91 清掃、火葬又はと畜の事業 
93 ビルメンテナンス業 
96 倉庫業、警備業、消毒又は害虫駆除の事業又はゴルフ場の事業 
97 通信業、放送業、新聞業又は出版業 
98 卸売業・小売業、飲食店又は宿泊業 
99 金融業、保険業又は不動産業 
94 その他の各種事業 

 90 船舶所有者の事業 

9／1,000

6.5／1,000
6.5／1,000

5／1,000

3／1,000

3／1,000
4／1,000
23／1,000
2.5／1,000
3.5／1,000
6／1,000
4／1,000
8.5／1,000
9／1,000
12／1,000

13／1,000
13／1,000
6／1,000
6.5／1,000
2.5／1,000
3／1,000
2.5／1,000
3／1,000

　
42／1,000
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４　各種参考様式等

事業主の皆様へ

雇用保険の手続きはきちんとなされていますか？

～被保険者記録に誤りがないことを確認するために～

◎　詳しくは、管轄のハローワークの雇用保険担当窓口にお問い合わせください。

ハローワークでは、事業主の方の請求により、雇用保険の
「事業所別被保険者台帳（写）」を交付しています。

　この「事業所別被保険者台帳（写）」により、事業所に雇用されてい
る従業員の雇用保険の加入手続きが済んでいるか、また、加入手続き
の済んでいる従業員の氏名、生年月日等に誤りがないかを確認する
ことができます。
　請求の際は、「雇用保険適用事業所情報提供請求書」（P205、206）に
必要事項を記入のうえ、管轄のハローワークにご提出ください。
　※請求書の提出の際は、身分証明書等の提示が必要となります。
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雇入通知書の様式例（表面）
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雇入通知書の様式例（表面）

11889－－－－

１　雇入通知書の様式例（裏面）
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来所による届出申請は、可能な限り午後4時までの提出にご協力ください。

1 1ー9ｰ8

　
　

口
入
宮
大
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来所による届出申請は、可能な限り午後4時までの提出にご協力ください。
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川越温泉

本町1 1ーｰ37

※2

0011

朝霞駅

みずほBK

郵便局前
図書館

中央公民館

税務署前

朝霞の森

朝霞税務署

朝霞市役所

◎朝霞駅南口
　下車徒歩7分

朝霞
市役所

東武
ストア

産業雇用支援センター

－191－

前
学
大
協
獨

東武スカイツリーライン

◎東武スカイツリーライン
　越谷駅東口下車徒歩10分

東武スカイツリーライン

◎東武スカイツリーライン
　獨協大学前※2東口より
　八潮団地行または
　工業団地南行バスで
　職業安定所入口バス停下車

京浜東北線

東武東上
線

春日部公共職業安定所
〒344-0036   春日部市下大増新田61-3
☎ 048（736）7611　 FAX 048（737）5232

〒344-0062   春日部市粕壁東1-20-30 春日部労働総合庁舎3F
移転後住所

※令和７年６月９日（月）より
　下記住所へ移転いたします。

令和７年６月８日（日）まで
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MEMO
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